占冠村訓令第　号
庁中一般　
出先機関一般　

　占冠村不妊治療費等助成事業実施要綱を次のように定める。
　　令和８年　　月　　日

占冠村長　田　中　正　治　

占冠村不妊治療費等助成事業実施要綱
　（目的）
第１条　この訓令は、医療保険適用の特定不妊治療と併用して行われる医療保険適用外の先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を行う村民の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
　（定義）
第２条　この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
　(１)　医療保険　健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付をいう。
　(２)　先進不妊治療　不妊治療として実施される健康保険法第63条第２項第３号に規定する厚生労働大臣が定める評価療養をいう。
　(３)　夫婦　戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定により婚姻の届出をした男女又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある男女をいう。
　(４)　治療期間　治療計画作成(採卵等前の検査や準備を含む。)から妊娠確認までの一連の診療過程(医師の判断等に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)をいう。
　（助成対象者）
第３条　この事業により助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(１)　夫婦のいずれかが村内に住所を有する者
(２)　先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻をしている夫婦（事実婚関係にある者も含む。）
　(３)　先進不妊治療を受けた治療期間の初日に女性の年齢が４３歳未満である夫婦
　(４)　第7条に規定する助成の申請を行う不妊治療について、他の市町村から助成を受けていない者
　（助成対象費用）
第４条　助成の対象となる費用は、治療期間中に要した次の各号に定める費用とする。
　(１)　治療費　対象者が、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した医療保険適用外の先進不妊治療に要した治療費
　(２)　交通費　対象者が、医療機関（住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。）において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費
　（助成額）
第５条　助成の額は、別表に定める区分ごとに、助成対象経費と助成対象基準額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
　（助成の回数）
第６条　助成の回数は、次の各号に掲げるとおりとする。
　(１)　治療費
[bookmark: _Hlk219382625]　　ア　初めて助成を受けたときの治療期間の初日における女性の年齢が４０歳未満であるとき１子ごとに通算６回まで
　　イ　初めて助成を受けたときの治療期間の初日における女性の年齢が４３歳未満であるとき１子ごとに通算３回まで
　　ウ　妊娠１２週以降に死産に至った場合は、ア及びイに規定する通算回数をリセットすることができる。
　(２)　交通費　1回の治療期間において５往復分を限度とする。
　（助成の申請）
第７条　助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日（以下「基準日」という。）の属する年度内に、原則として１回の検査・治療の終了ごとに、基準日の翌日から６０日以内に村長に対し、占冠村不妊治療費等助成金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添付して申請を行うものとする。ただし、特別な事情により申請期限内に申請できなかったことにつき、正当かつ合理的な理由があると認められる場合は申請できるものとする。
(１)　不妊治療費等助成事業受診等証明書（様式第２号）
(２)　治療期間の不妊治療に係る領収書、診療明細書等及び公共交通機関を利用した場合における交通費の実支出額がわかる書類
(３)　その他対象者等の確認に必要な書類
２　前項第２号及び第３号の書類については、同一年度内における２回目以降の申請において、変更がない場合は、添付を省略することができる。
３　助成を受けた者が、出産した場合又は妊娠１２週以降に死産に至った場合は、出産の事実を確認できる書類（住民票及び戸籍謄本）又は死産の事実を確認できる書類（死産届の写し等）を提出するものとする。
　（助成の決定）
[bookmark: _Hlk219480677]第８条　村長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、占冠村不妊治療費等助成金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
[bookmark: _Hlk219480709]２　前項の審査の結果、助成することが適当と認められないときは、占冠村不妊治療費等助成金交付申請却下通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
　（交付の条件）
第９条　この助成金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
(１)　虚偽の申請その他不正な行為があった場合は、この助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることがある。
(２)　助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約延滞金を村長に納付しなければならない。
（助成台帳）
第10条　村長は、助成の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
　（調査への協力）
第11条　申請者は、助成の申請にあたり、村職員がする事実確認等の調査に応じなければならないほか、村職員の求めに応じ必要な書類を提出するものとする。
　（その他）
第12条　この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附　則
　この訓令は、公布の日から施行し、令和８年４月１日以降に開始した治療を対象として適用するものとする。


別表（第５条関係）
（１）治療費
	１　区分
	２　助成対象経費
	３　助成基準額
	４　助成率

	治療費
	　対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。
	１回の治療期間において50,000円
	10分の7以内


（２）交通費
	１　区分
	２　助成対象経費
	３　助成基準額
	４　助成率

	交通費
	対象者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費（１回の治療期間において５往復まで）

		距離区分
	補助単価
（往復）

	25kmを超えて50kmまで
	1,840円

	50kmを超えて75kmまで
	3,180円

	75kmを超えて100kmまで
	4,040円

	100kmを超えて125kmまで
	5,060円

	125kmを超えて150kmまで
	6,160円

	150kmを超えて175kmまで
	7,920円

	175kmを超えて200kmまで
	8,800円

	200kmを超えて225kmまで
	9,680円

	225kmを超えて250kmまで
	10,340円

	250kmを超えて275kmまで
	11,880円

	275km
を超える
	12,540円


距離区分に基づく往復単価に回数を乗じて得た額。
※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。
	３分の２以内



